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Ⅰ．児童福祉施設等における
ＣＬＴの活用等について



木材の特徴と木材利用の意義①

（３）再生産可能な資源
木材は再生産可能な資源であり、エネルギー源として燃やしても大

気中のCO2濃度に影響を与えない「カーボンニュートラル」の特性。

（１）長期間にわたって炭素を貯蔵
木材は、森林が吸収した大気中のCO2を貯蔵。建築物に木材を利

用することで、長期間にわたって炭素を貯蔵することができ、都市に
第２の森林をつくる効果。

（２）製造時のエネルギー消費が少ない素材
木材は、鉄やコンクリート等の資材に比べて製造や加工に要するエ

ネルギーが少ないため、建築物に木材を利用することで、建設に係る
CO2排出量を削減することが可能。

• 木材は、環境や人、地域社会にやさしい様々な性質を持っている。企業が取り組む脱炭素やESG、SDGsの取
組にも大きく貢献。

（2050年カーボンニュートラルへの貢献）

（４）木材の利用は森林の整備や地域経済の活性化に貢献
国産材を積極的に利用することは、林業・木材産業の持続性を高

め、森林の適正な整備、森林の有する多面的機能の持続的な発揮、
山村をはじめとする地域経済の活性化に貢献。

▲建築物の床面積当たり二酸化炭素排出量試算
( 出典：令和３年度森林・林業白書、林野庁)
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木材の特徴と木材利用の意義②

（５）人にやさしい、心安まる素材
木材は、断熱性、調湿性等に優れ、紫外線を吸収する効果や衝撃を緩和する効果が高いなどの性質をもつ。木の

香りで人をリラックスさせたり、集中力を高めるなど心理面・身体面・学習面等での効果も期待でき、建築物に利用する
ことにより、快適な生活空間の形成に貢献。

▲ 木材を使用した保育室で『子供の集中を助ける効果』

出典：建物の内装木質化のすすめ「内装木質化した建物事例とその効果（令和３年度）」、日本住宅・木材技術センター

▲ 木材を使用した空間で『免疫力アップの効果』
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森林・林業・木材産業によるカーボンニュートラル・地球温暖化対策への貢献
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我が国の森林吸収量の推移
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約2,780万CO2トン

（2.0%）

パリ協定

人工林の高齢級化に
伴い減少傾向

2030年目標
約3,800万CO2トン

【２．７％】
達成を目指す

森林吸収源
対策の強化

新たな温室効果ガス排出削減と森林吸収量の目標（2030年度）

京都議定書第２約束期間（2013年～2020年度）

木材は炭素を
長期に貯蔵

CO2
CO2

CO2

2030年度2.7％目標達成
2050年カーボンニュートラルに貢献

林業の成長産業化
地方創生を推進

使う

育てる

植栽

主伐

下刈り間伐

植える

エリートツリー

都市の木造化

新素材開発

木質バイオマス
利用
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より多く吸収

間伐等の実施に加え
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循環利用を進め
若い森林を確実に造成

CO2

森林は
CO2を吸収

木材は
省エネ資材

収穫する

エネルギー利用により
化石燃料を代替

プラスチック等
を代替

森林吸収源対策の推進によるカーボンニュートラルへの貢献
産業部門等による

排出削減対策
▲42.2％（▲23.4％）

(2013年度比）

森林吸収
（▲2.0％）

2030年度
温室効果ガス

削減目標
（▲26.0％）
（2013年度比）

新目標
▲４６％

新目標
▲２.７％

農地等の吸収 ▲0.6%（同）

2030年度目標（ ）内はH28地球温暖化対策計画の数値2013年度排出量

7億6,000万
t-co2

（10億4,200万
t-CO2）

• 気候変動対策における国際的な法的枠組みとして採択された「パリ協定」等を踏まえ、令和３年10月に「地球
温暖化対策計画」が閣議決定され、2030年度の森林吸収量の目標（約3,800万CO2トン（2013年度総排出量
比2.7％））を新たに設定。

• 目標達成に向け、間伐やエリートツリー等を活用した再造林等の森林整備、建築物等における木材利用の拡大
等に取り組み、「伐って、使って、植える」という森林資源の循環利用を推進。
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改正後：「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」
通称：「都市（まち）の木造化推進法」

■ 法律の題名、目的の見直し
題名を「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用
の促進に関する法律」に改め、目的について「脱炭素社会の実現に資する」旨
を明示する改正を行うとともに、木材利用の促進に関する基本理念を新設。

■ 公共建築物から建築物一般への拡大
基本方針等の対象を公共建築物から建築物一般に拡大。

■ 木材利用促進本部の設置
政府における推進体制として、農林水産省に、農林水産大臣を本部長、関係
大臣（総務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣等）
を本部員とする木材利用促進本部を設置し、基本方針の策定等を行う。

■ 建築物木材利用促進協定制度の創設
建築物における木材利用を進めていくため、国又は地方公共団体と事業者等
が建築物木材利用促進協定を締結できるという仕組みを設け、国又は地方公
共団体は協定締結事業者等に対して必要な支援を行う。

■ 「木材利用促進の日」、「木材利用促進月間」の制定
国民の間に広く木材の利用の促進についての関心と理解を深めるため、漢字
の「木」という字が「十」と「八」に分解できることにちなみ、10月8日を「木材利用
促進の日」、10月を「木材利用促進月間」として法定し、国等は普及啓発の取
組を行う。

主な改正内容

法改正の内容、建築物木材利用促進協定
制度については、「改正公共建築物木材利

用促進法ハンドブック」をご覧ください

詳しくは
林野庁のホームページで

検索建築物木材利用促進協定

木材利用促進本部
本部長：農林水産大臣
本部員：総務大臣、文部科学大臣

経済産業大臣、国土交通大臣
環境大臣等

第２回木材利用促進本部（令和４年３月31日）

公共建築物等木材利用促進法の改正（令和３年６月18日公布、10月１日施行）
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CLT(Cross Laminated Timber：直交集成板)とは

ＣＬＴとは、ひき板を繊維方向が直交するよう
に積層接着したパネル。

欧米を中心にマンションや商業施設などの壁や
床として普及しており、我が国においても国産
材ＣＬＴを活用した中高層建築物等の木造化に
よる新たな木材需要の創出に期待。

ク ロ ス ラ ミ ネ イ テ ィ ッ ド テ ィ ン バ ー

CLT（直交集成板）とは

CLTのメリット

コンクリートの養生期間が不要なため、
短期間で施工ができる。

施工が早い

構造部分の組立は
２日間で完了

コンクリートは、１階あたり約５日の
養生が必要

同じ厚さで比較すると、ＣＬＴ（木材）は
コンクリートより断熱性が高い。

断熱性が高い

これらの断熱性能は、ほぼ同等

９㎝ １２０㎝

ＣＬＴ床（天井）や壁にパネルとして使用す
れば、高断熱住宅としやすい

ＣＬＴ（木材） コンクリート

CLT
1枚約220kg

（1m×3m×厚さ18cm）

コンクリート製品
1枚約500kg

（1m×3m×厚さ8.5cm）

建物の重量が軽くなり、基礎工事の簡
素化ができる。

コンクリートより軽い

※同程度の曲げ強度を有する厚さ同士の比較

ＣＬＴ（スギ）

積層接着
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ＣＬＴの建築事例（学校編） 出典：CLT活用促進のための政府一元窓口
（内閣官房ＨＰ）
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ＣＬＴの建築事例（学校編） 出典：CLT活用促進のための政府一元窓口
（内閣官房ＨＰ）



ＣＬＴの建築事例（保育園・幼稚園・認定こども園）

出典：CLT活用促進のための政府一元窓口
（内閣官房ＨＰ） 11



ＣＬＴの建築事例（保育園・幼稚園・認定こども園）

12
出典：CLT活用促進のための政府一元窓口

（内閣官房ＨＰ）



ＣＬＴを活用した建築物の竣工件数の推移

○CLTを活用した建築物の竣工件数は、R５年度に累計で1,000件を超える見込み

［累計／件］

※  関係省庁、都道府県による調査結果等に基づき内閣官房で集計（R5.6末時点）
R5（予定）は、R5年度中の竣工見込み件数（R5.6末時点）
出展：CLT活用促進のための政府一元窓口（内閣官房HP）
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注：各省庁及び都道府県への聞き取り情報。数値は棟数ではなく、案件数。

表中※印は、解体済みを含む。内装等（非構造材）での活用も１件として計上。

出典：CLT活用促進のための政府一元窓口（内閣官房ＨＰ）
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ＣＬＴ活用建築物の整備状況（用途別）

総合計

２０２４年度以降
の整備を検討
（竣工年月未定

を含む）

２０２３年度

竣工見込み

２０２２年度

までの

竣工件数計

２０２２年度２０２１年度２０２０年度２０１９年度２０１８年度２０１７年度２０１６年度２０１５年度
２０１４年度

まで
用途別

302127946331001地方公共団体庁舎

14636137252017212126520地方公共団体関連施設

131012342110010うち警察関連施設

622258111071193313
学校（幼、小、中、高、専

修、専門、短大、大学）

8212259141212666201こども園、保育園

210120404153111介護施設

201118248100210医療施設

3117236102002300社会福祉施設

2238181973033274523161175事務所

1177169425121010128647
住宅（共同住宅、公営住

宅、社員寮等含む）

110110300211012うち公営住宅等公共

賃貸住宅

170210158322025※35※1915813店舗・倉庫等

270522363123220宿泊施設

191018211225023※実験棟

92478118※19810※6※29※4※5
その他

（バス停等）

1032947014101214117200国の庁舎等

18369810000000郵便局

1,1616410699120
3

16214
2

16
0

11
9

97542529合計



総合窓口〈取組全般に関すること〉

ＣＬＴに関する問い合わせ先

＜政府の一元的な窓口＞（どこに問い合わせてよいかわからない場合）

ＣＬＴ活用促進に関する関係省庁連絡会議（内閣官房内）

電話(03)3581-7027

【民間団体】

（一社）日本ＣＬＴ協会 電話(03)5825-4774

【国の機関】

（http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cltmadoguchi/index.html）

ＣＬＴ活用促進に関する各省庁の取組
（設計・建築や技術開発への支援等）

設計・施工に関する相談、技術者向け講習会の案内等
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令和５年度 CLTを活用した建築物への主な支援制度

16

出典：CLT活用促進のための政府一元窓口（内閣官房ＨＰ）

ＣＬＴ等木材利用への支援（幅広い用途で活用可能） 令和６年２月26日現在

窓口・問合せ先主管省庁補助率等支援先制度名称支援の対象

（一社）全国木材組合連合会
03-6550-8540

農林水産省
林野庁

調整中建築業者ＪＡＳ構造材実証支援事業
【R5補正】
ＪＡＳ構造材の利用等

（公財）日本住宅・木材技術センター
03-5653-7662

設計・建築費への助成：３／１０以内
（特に普及性や先駆性が高いもの：１／２以内）

地方公共団体、
民間等

ＣＬＴを活用した建築物等実証
事業

【R5補正】
先駆性・普及性のある
CLT活用

（一社）全国木材組合連合会
03-6550-8540

①耐火・準耐火建築物等：CLT 17万円／m3
②JAS構造材を利用する建築物：CLTの調達費又は
14万円／m3の低い方
（①②とも、上限3,000万円）

建築業者都市における木材需要の拡大
事業

非住宅・中高層建築
物等への木質建築資
材の利用

（一社）木を活かす建築推進協議会
03-3588-1808

国土交通省
住宅局

調査・設計費の１／２以内、建設工事費の
15％（または掛増し分の１／２）以内（上限５億円）

地方公共団体、
民間等

サステナブル建築物等先導事
業（木造先導型）

構造・防火及び生産シ
ステムの面で先導的
な設計・施工技術を導
入した木造建築

（一社）木を活かす建築推進協議会
03-3588-1808

調査・設計費の１／２以内、建設工事費の
10％（または掛増し分の１／３）以内（上限３億円）

地方公共団体、
民間等

優良木造建築物等整備推進
事業

木造化の普及に資す
る優良な木造建築

（一社）静岡県環境資源協会
054-266-4161

環境省
地球環境局

工事費、設備費の２／３以内
（建築物木材利用促進協定に基づき木材を用いる
事業、CLT等の新たな木質材料を用いる事業につ
いて優先採択枠を設定）

地方公共団体、
民間等

建築物等の脱炭素化・レジリエ
ンス強化促進事業

ＺＥＢ化に資する設備

（一社）静岡県環境資源協会
054-266-4161

工事費、設備費の２／３以内
（建築物木材利用促進協定に基づき木材を用いる
事業、CLT等の新たな木質材料を用いる事業につ
いて優先採択枠を設定）

地方公共団体、
民間等

建築物等のＺＥＢ化・省ＣＯ２化
普及加速事業

【R5補正】ＺＥＢ化に資
する設備



令和５年度 CLTを活用した建築物への主な支援制度 出典：CLT活用促進のための政府一元窓口（内閣官房ＨＰ）

用途ごとの支援制度（ＣＬＴ建築物にも活用可能） 令和６年２月26日現在

窓口・問合せ先主管省庁補助率等支援先制度名称施設の用途

林野庁林政部木材利用課 03-6744-2626
各都道府県林務部局

農林水産省
林野庁

木造化：建築工事費の15％以内（CLT等先進
的技術を活用するもの１／２以内）

地方公共団体、
民間事業者等

林業・木材産業成長産業化促進
対策

地域材利用の
公共建築

大臣官房文教施設企画・防災部
施設助成課 03-6734-2000

文部科学省

新増築：原則１／２

地方公共団体

公立学校施設整備費負担金
公立小中学校等

改築、改修：原則１／３
学校施設環境改善交付金

新増築、改築、改修：原則１／３公立幼稚園

大学・高等学校等：
私学助成課 03-6734-2774

専修学校：
生涯学習推進課 03-6734-3280

私立大学、大学院等：１／２以内
専修学校：１／２以内 等

学校法人等私立学校施設整備費補助金

私立大学、大学院等
専修学校

私立高等学校等：１／３以内 等私立高等学校 等

大臣官房文教施設企画・防災部
計画課 03-6734-2300定額国立大学法人等国立大学法人等施設整備費補

助金
国立大学等

初等中等教育局幼児教育課
03-6734-2714１／３以内等学校法人

私立学校施設整備費補助金
（私立幼稚園施設整備費）私立幼稚園

成育局参事官（事業調整担当）付
調整係 03-6863-0286

こども家庭庁

（公立）１／３
（私立）１／２（新子育て安心プランに参加するなど
要件を満たせば２／３）
※補助率は個別のメニュー等により異なる。

地方公共団体（認定こども

園の教育部分及び小規模

保育事業所に限る）、社会

福祉法人等

就学前教育・保育施設整備交
付金保育所、認定こども園等

各都道府県介護保険部局

厚生労働省

定額（施設種別により異なる）

地域密着型特別養護老人ホーム:１床当たり200～448万

円、認知症高齢者グループホーム:１施設当たり1,500～

3,360万円の範囲で都道府県が定める額

地方公共団体、
民間事業者等

地域医療介護総合確保基金（介
護分）

介護施設

各都道府県医療担当部局都道府県において施設整備の補助率を決定
地方公共団体、
医療法人等

地域医療介護総合確保基金（医
療分）

病院、医療施設

障害福祉施設：障害福祉課 03-3595-2528
保護施設：社会・援護局保護課 03-3595-2613
婦人相談所一時保護所及び婦人保護施設：社会・
援護局総務課女性支援室 03-6812-7851

国１／２、都道府県・指定都市・中核市
１／４、設置者１／４等

社会福祉法人等社会福祉施設等施設整備費補
助金

障害福祉施設等
（原則として公立施設を除く）
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その他

事務所 工場 店舗
宿泊
施設

住宅 学校
こども園
幼稚園
保育園

福祉
施設

病院
医療
施設

公民館
社会
教育
施設

庁舎
消防署
警察署

駅
空港

高速
道路SA
道の駅

実験棟

1
ＪＡＳ構造材実証支援事
業

非住宅分野を中心とする
建築物においてJAS構造
材等の消費拡大に向けた
普及・実証の取組を支援

建築業者 調整中
JAS構造材活用宣言を登録
した者など ○ ○ ○ ○

○
※備考
参照１

○
※備考
参照２

○
※備考
参照２

○
※備考
参照２

○
※備考
参照２

○
※備考
参照２

○
※備考
参照２

○
※備考
参照２

○
※備考
参照２

○
※備考
参照２

○
※備考
参照２

－

全木連
（（一社）全国木材組合
連合会）
03-6550-8540

https://www.j
as-
kouzouzai.jp/

【R4補正】
第１回公募：5月8日～6月2日　終了
第２回公募：6月12日～6月16日  終了
【R5補正】
公募：調整中

１　集合住宅及び４階建以上の
戸建住宅等に限る
２　公共建築物は国以外が建
てる建築物に限る

2
CLTを活用した建築物
等実証事業

協議会方式によるCLT建
築物の設計・建築実証の
取組

建築主等（公共
団体、民間等）

設計・建築費への助成：3/10以
内（特に普及性や先駆性の高
いもの1/2以内）

先駆性・普及性の実証 ○ ○ ○ ○
○

※備考
参照

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －
（公財）日本住宅・木材
技術センター　
03-5653-7662

https://cltjiss
hou.org/index.
html

【R5当初】
公募：6月19日～7月31日　終了
【R5補正】
公募：2月26日～3月26日

共同住宅は対象
分譲・個人住宅は対象外

3
都市における木材需要
の拡大事業

非住宅・中高層建築物等
における木質建築資材の
利用の実証への支援

建築業者

①耐火・準耐火建築物等
　CLT 17万円/m3
②JAS構造材を利用する建築
物
　CLTの調達費又は14万円
/m3の低い方
(①②とも、上限3,000万円）

都市木利用拡大宣言又は
JAS構造材活用宣言を登録
した者

○ ○ ○ ○
○

※備考
参照１

○
※備考
参照２

○
※備考
参照２

○
※備考
参照２

○
※備考
参照２

○
※備考
参照２

○
※備考
参照２

○
※備考
参照２

○
※備考
参照２

○
※備考
参照２

○
※備考
参照２

－

全木連
（（一社）全国木材組合
連合会）
03-6550-8540

https://toshi
mokuzai.jp/

第１回公募：7月3日～7月21日 終了
第２回公募：7月24日～8月10日　終了
※申請の状況により期限前に受付を
    締め切る場合があります。

１　集合住宅及び４階建以上の
戸建住宅に限る
２　公共建築物は国以外が建
てる建築物に限る

多様な用途の先導的木
造建築物への支援

調査・設計費の1/2以内
建設工事費の15%
（掛増し分の1/2以内）
（上限5億円）

構造・防火面で設計・施工
技術の先導性　など ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

実験棟の整備への支援と
性能把握

3,000万円以内 実験・実証の先導性 × × × × × × × × × × × × × × × ○

5
優良木造建築物等整備
推進事業

木造化の普及に資する優
良な木造建築物への支
援

建築主等（公共
団体、民間等）

調査・設計費の1/2以内
建設工事費の10%
（掛増し分の1/3以内）
（上限3億円）

主要構造部に一定以上の
木材使用　など ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

（一社）木を活かす建築
推進協議会
03-3588-1808

http://www.se
ndo-shien.jp/

第1回公募：4月3日～4月24日　終了
第2回公募：6月30日～7月28日　終了

CLTが要件ではないが対象

Ｃ
Ｌ
Ｔ
等
木
材
利
用
へ
の
支
援
予
算

林
野
庁

4

国
交
省

区分
主管
省庁

制度名称

概要 施設の用途

窓口
問合せ先

公募情報等 備考
内容 対象 補助率等 条件

窓口
問合せ先

ＵＲＬ

民間建築物 公共建築物

（一社）木を活かす建築
推進協議会
03-3588-1808

建築主等（公共
団体、民間等）

サステナブル建築物等
先導事業（木造先導型）

CLTが要件ではないが対象
http://www.se
ndo-shien.jp/

第1回公募：4月3日～4月24日 終了
第2回公募：6月30日～7月28日 終了

令和５（2023）年度 CLT公的助成制度 概要（出典：CLT活用促進のための政府一元窓口（内閣官房ＨＰ）
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その他

事務所 工場 店舗
宿泊
施設

住宅 学校
こども園
幼稚園
保育園

福祉
施設

病院
医療
施設

公民館
社会
教育
施設

庁舎
消防署
警察署

駅
空港

高速
道路SA
道の駅

実験棟

6
レジリエンス強化型ZEB
実証事業

システム・設備機器の導
入を支援

建築主等（公共
団体、民間等）

補助対象経費：空調、給湯、
BEMS導入費用等
補助率：【R4補正】2/3以内
備考：建築物木材利用促進協
定に基づき木材を用いる事業、
CLT等の新たな木質材料を用
いた事業について優先採択枠
を設定

ZEB（ネット・ゼロ・エネル
ギービル）
災害発生時に活動拠点とな
る公共性の高い施設である
こと等

○
※備考
参照１

×
○

※備考
参照１

○
※備考
参照１

×
○

※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

－
（一社）静岡県環境資源
協会
054-266-4161

http://www.si
z-
kankyou.jp/hoj
o.html

【R4補正】
公募：3月22 日～ 4月28 日　終了

CLTが要件ではないが優先採
択枠あり

１　建築物の用途により個別に
判断。住宅、工場、倉庫等の用
途は対象外

7
新築建築物のZEB化支
援事業

システム・設備機器の導
入を支援

建築主等（公共
団体、民間等）

補助対象経費：空調、給湯、
BEMS導入費用等
補助率：【R5当初】2/3以内
備考：建築物木材利用促進協
定に基づき木材を用いる事業、
CLT等の新たな木質材料を用
いた事業について優先採択枠
を設定

ZEB（ネット・ゼロ・エネル
ギービル）　等

○
※備考
参照１

×
○

※備考
参照１

○
※備考
参照１

×
○

※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

－
（一社）静岡県環境資源
協会
054-266-4161

http://www.si
z-
kankyou.jp/hoj
o.html

【R5当初】
公募：5月23日～6月30日　終了

CLTが要件ではないが優先採
択枠あり

１　建築物の用途により個別に
判断。住宅、工場、倉庫等の用
途は対象外

8
既存建築物のZEB化支
援事業

システム・設備機器の導
入を支援

建築主等（公共
団体、民間等）

補助対象経費：空調、給湯、
BEMS導入費用等
補助率：【R5当初】2/3以内
備考：建築物木材利用促進協
定に基づき木材を用いる事業、
CLT等の新たな木質材料を用
いた事業について優先採択枠
を設定

ZEB（ネット・ゼロ・エネル
ギービル）　等

○
※備考
参照１

×
○

※備考
参照１

○
※備考
参照１

×
○

※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

－
（一社）静岡県環境資源
協会
054-266-4161

http://www.si
z-
kankyou.jp/hoj
o.html

【R5当初】
公募：5月23日～6月30日　終了

CLTが要件ではないが優先採
択枠あり

１　建築物の用途により個別に
判断。住宅、工場、倉庫等の用
途は対象外

9
ZEB普及促進に向けた
省エネルギー建築物支
援事業

システム・設備機器の導
入を支援

建築主等（公共
団体、民間等）

補助対象経費：空調、給湯、
BEMS導入費用等
【R5補正】2/3以内
備考：建築物木材利用促進協
定に基づき木材を用いる事業、
CLT等の新たな木質材料を用
いた事業について優先採択枠
を設定

ZEB（ネット・ゼロ・エネル
ギービル）　等

○
※備考
参照１

×
○

※備考
参照１

○
※備考
参照１

×
○

※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

○
※備考
参照１

－
（一社）静岡県環境資源
協会
054-266-4161

http://www.si
z-
kankyou.jp/hoj
o.html

【R5補正】
調整中

CLTが要件ではないが優先採
択枠あり

１　建築物の用途により個別に
判断。住宅、工場、倉庫等の用
途は対象外

10
戸建住宅ネット・ゼロ・エ
ネルギー・ハウス（ZEH）
化等支援事業

低炭素化に資する素材
（CLT)を一定量使用する
戸建住宅に支援

戸建住宅を新築
する者

CLT一定量以上使用で定額を
追加補助
定額90万円/戸

（ZEH化戸建住宅への
補助金55万円または100万円
に追加）

ZEH（ネット・ゼロ・エネル
ギー・ハウス）戸建住宅
またはZEH＋戸建住宅

× × × × ○ × × × × × × × × × × －
（一社）環境共創イニシ
アチブ
03-5565-4030

https://sii.or.j
p/zeh05/

公募：４月２８日～１１月１０日　終了

低層
公募：５月１２日～１２月８日　終了

中層
公募：５月１２日～１２月８日　終了

高層
公募：５月２６日～６月２３日　終了

Ｃ
Ｌ
Ｔ
等
木
材
利
用
へ
の
支
援
予
算

環
境
省

11
集合住宅の省CO2化促
進事業

低炭素化に資する素材
（CLT)を一定量使用する
集合住宅に支援

集合住宅を新築
する者
①新築低層ZEH-
M（３層以下）
②新築中層ZEH-
M（４～５層）
③新築高層ZEH-
M（6～20層）

①新築低層ZEH-M（３層以下）
への定額補助：40万円/戸
②新築中層ZEH-M（４～５層）
への定率補助：補助率1/３以内
（上限50万円/戸）
③新築高層ZEH-M（6～20層）
への定率補助：補助率1/３以内
（上限50万円/戸）

③ついて、補助対象事業者が
脱炭素社会の実現に資する等
のための建築物等における木
材の利用の促進に関する法律
に基づく建築物木材利用促進
協定を締結している場合（事
業）は一定の優遇を行う。

ZEH（ネット・ゼロ・エネル
ギー・ハウス）集合住宅（低
層・中層・高層）

× × × × × × × ×× ○ × × × ×

区分
主管
省庁

制度名称

概要 施設の用途

窓口
問合せ先

－
（一社）環境共創イニシ
アチブ
03-5565-4030

https://sii.or.j
p/zeh_m05/×

窓口
問合せ先

ＵＲＬ
公募情報等 備考

内容 対象 補助率等 条件

民間建築物 公共建築物

令和５（2023）年度 CLT公的助成制度 概要（出典：CLT活用促進のための政府一元窓口（内閣官房ＨＰ）
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その他

事務所 工場 店舗
宿泊
施設

住宅 学校
こども園
幼稚園
保育園

福祉
施設

病院
医療
施設

公民館
社会
教育
施設

庁舎
消防署
警察署

駅
空港

高速
道路SA
道の駅

実験棟

12
林
野
庁

林業・木材産業成長産
業化促進対策

地域材利用のモデルとな
るような公共建築物の木
造化・木質化を支援

地方公共団体、
民間事業者等

木造化：建築工事費の15%以内
（CLT等の先進的技術を活用す
るものは1/2以内）
木質化：木質化事業費の1/2以
内、ただし建築工事費の3.75%
を超えないこと

面積が300㎡以上
地域材利用量が0.18㎥/㎡
以上
構造耐力上主要部位に
JAS製材品を使用 等

× × × × ×
○

※備考
参照

○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ －
林野庁木材利用課
03-6744-2626
各都道府県林務部局

公立小中学校の校舎木造化は
補助対象外
営利施設は補助対象外
国で定めた配分基準により都
道府県の裁量で各事業体に配
分

13

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー

庁

住宅・建築物需給一体
型等省エネルギー投資
促進事業費補助金
（ネット・ゼロ・エネル
ギー・ビル（ZEB）実証事
業）

高性能建材や高効率設
備機器等の導入を支援

建築主等（所有
者）

補助率：2/3以内
備考：CLT等を用いた事業につ
いて優先採択

ZEB（ネット・ゼロ・エネル
ギービル） ○ × ○ ○ × × × × × × × × × × × －

（一社）環境共創イニシ
アチブ
03-5565-4063

https://sii.or.j
p/zeb05/publi
c.html

一次公募　5月8日～6月5日　終了
二次公募　7月31 日～8月28日 終了

１．CLTが要件ではないが優先
採択枠あり
２．地方公共団体の建築物は
対象外
３．新築は延べ面積10,000㎡
以上、既存建築物は延べ面積
2,000㎡以上に限る。
４．WEBPRO未評価技術を一つ
以上導入したものに限る。

14
公立学校施設整備費負
担金

公立の義務教育諸学校
における教育の円滑な
実施を確保するため、
公立学校建物の施設整
備に要する経費の一部
を負担。

地方公共団体 原則1/2

○公立小中学校等におけ
る教室の不足を解消するた
めの校舎の新増築。
○公立小中学校等を適正
な規模にするため統合しよ
うとすることに伴って必要と
なり、又は統合したことに
伴って必要となった校舎又
は屋内運動場の新増築。　
等

× × × × ×

○
公立

※備考
参照

× × × × × × × × × －

文部科学省大臣官房文
教施設企画・防災部施
設助成課
03-6734-2000

小学校、中学校、義務教育学
校、中等教育学校の前期課
程、特別支援学校の小中学部

15
学校施設環境改善交付
金

学校施設の老朽化対策
や耐震化をはじめとした
環境整備を図り、経年劣
化により安全性・機能性
に支障のある老朽施設を
改善するなど、設置者が
行う公立学校施設整備に
必要な経費を支援する。

地方公共団体 原則1/3

○構造体の劣化対策を要
する建築後40年以上経過し
た建物の長寿命化改良。
○構造上危険な状態にあ
る建物の改築。

× × × × ×

○
公立

※備考
①参照

○
公立

※備考
②参照

× × × × × × × × －

文部科学省大臣官房文
教施設企画・防災部施
設助成課
03-6734-2000

①小学校、中学校、義務教育
学校、中等教育学校の前期課
程、特別支援学校②幼稚園

16

私立学校施設整備費補
助金（私立学校教育研
究装置等施設整備費
（①私立大学・大学院等
教育研究装置施設整備
費）、
（②私立高等学校等施
設高機能化整備費））

私立大学等の教育研究
の充実と質的向上を図る
ことを目的として、私立大
学等の施設の整備等に
係る経費の一部を補助。

学校法人等
①1/2以内等
②1/3以内等

文部科学省の「私立大学等
経常経費補助金」におい
て、前年度及び当該年度
に、不交付又は減額の措置
を受けていないこと及び受
ける可能性がないこと。　等

× × × × × ○
私立

× × × × × × × × × －

（大学・高等学校等）
文部科学省高等教育局
私学部私学助成課
03-6734-2774
（専修学校）
文部科学省総合教育政
策局生涯学習推進課専
修学校教育振興室
03-6734-3280

17
国立大学法人等施設整
備費補助金

国立大学法人等が行う施
設・設備の整備及び不動
産の購入に要する経費に
対して補助。

国立大学法人
国立高等専門学
校
大学共同利用機
関法人

定額

国立大学法人等が行う補
助事業に必要な経費のう
ち、補助金交付の対象とし
て大臣が認める経費につい
て、予算の範囲内で補助金
を交付。

× × × × ×
○

国立

○
国立大
学附属
幼稚園

×

○
国立大
学附属
病院

× × × × × × －

文部科学省大臣官房文
教施設企画・防災部計
画課
03-6734-2300

18
私立学校施設整備費補
助金(私立幼稚園施設
整備費）

幼児教育の振興を図るた
め、私立幼稚園の新設及
び増築等に係る経費の一
部を補助。

学校法人 1/3以内等

新築及び増築の場合、交付
決定年度中に設置認可が
なされ、交付決定年度中
に、又は交付決定年度の翌
年度から幼稚園を開設する
こと。等

× × × × × × ○
私立

× × × × × × × × －
文部科学省初等中等教
育局幼児教育課
03-6734-2714

区分
主管
省庁

制度名称
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科
省

公募情報等 備考
内容 対象 補助率等 条件

民間建築物 公共建築物

概要 施設の用途

窓口
問合せ先

窓口
問合せ先

ＵＲＬ
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その他

事務所 工場 店舗
宿泊
施設

住宅 学校
こども園
幼稚園
保育園

福祉
施設

病院
医療
施設

公民館
社会
教育
施設

庁舎
消防署
警察署

駅
空港

高速
道路SA
道の駅

実験棟

19
就学前教育・保育施設
整備交付金

保育を必要とする乳幼児
に対し、市町村が策定す
る市町村整備計画に基づ
いて実施される保育所
等、認定こども園または
小規模保育事業所の新
設、修理、改造又は整備
に要する経費や、防音壁
整備、防犯対策強化に係
る整備に要する経費の一
部に交付金を交付する。

地方公共団体、
社会福祉法人等

定額（１／２相当、２／３相当） 交付要綱のとおり × × × × × × ○
※１

× × × × × × × × －

こども家庭庁成育局参
事官（事業調整担当）付
調整係
03-6863-0286

各市区町村の担当窓口にお問い合わせくだ
さい。

※１対象施設は保育所、認定
こども園等（公立施設を除く（※
小規模保育事業所及び認定こ
ども園の幼稚園機能部分は公
立も対象））となります。詳細は
交付要綱を参照のこと。

20
次世代育成支援対策施
設整備交付金

児童養護施設等の施設
整備にかかる都道府県・
市区町村の整備計画に
対して交付するもの。

地方公共団体、
社会福祉法人等

定額（１／２相当・児童館、児童
センターは１／３相当）

交付要綱のとおり × × × × × × × ○ × × × × × × × －

こども家庭庁成育局参
事官（事業調整担当）付
調整係
03-6863-0286

各市区町村の担当窓口にお問い合わせくだ
さい。

対象施設は、公立施設、民間
施設問いません。詳細は交付
要綱を参照のこと。

21
地域医療介護総合確保
基金（介護分）

介護施設・事業所等の整
備に対して支援

地方公共団体、
民間事業者等

定額（施設種別により異なる）
例：地域密着型特別養護老人
ホームの場合、最大１床当たり
448万円

介護施設等の整備に関す
る事業に係る都道府県計
画に基づき実施

× × × × × × × ○ × × × × × × × －
各都道府県介護保険部
局

各都道府県の介護担当部局へお問い合わ
せ下さい。

施設の木造化・木質化等の木
材利用等を行うものを優先的に
選定するよう配慮

22
地域医療介護総合確保
基金（医療分）

「効率的かつ質の高い医
療提供体制の構築」と「地
域包括ケアシステムの構
築」を通じ、地域における
医療及び介護の総合的
な確保を促進するため、
各都道府県に基金を設置
し必要な事業を実施。

地方公共団体
医療法人
等

都道府県において設定
都道府県が定める計画に
基づいて実施されるもので
あること。　等

× × × × × × × × ○ × × × × × × －
各都道府県医療担当部
局

各都道府県の医療担当部局へお問い合わ
せ下さい。

23
医療施設等施設整備費
補助金

へき地・離島の住民に対
する医療の確保及び臨床
研修医の研修環境の充
実を図るため、離島を含
むへき地に所在する医療
施設や臨床研修病院等
の施設整備を支援するも
の。

都道府県
等

1/2、1/3
へき地保健医療対策等実
施要綱に基づいて実施する
事業であること。　等

× × × × × × × × ○ × × × × × × －
厚生労働省医政局地域
医療計画課
03-3595-2194

各都道府県の医療担当部局へお問い合わ
せ下さい。

24
医療提供体制施設整備
交付金

良質かつ適切な医療を効
率的に提供する体制の確
保を図ること等を目的とし
た医療機関等の施設整
備を支援するもの。

都道府県
等

0.33、0.5
都道府県が定める計画に
基づいて実施されるもので
あること。　等

× × × × × × × ×
○

※公立
除く

× × × × × × －
厚生労働省医政局地域
医療計画課
03-3595-2194

各都道府県の医療担当部局へお問い合わ
せ下さい。

25
社会福祉施設等施設整
備費補助金

【一般整備分】
障害者の社会参加支援

及び地域移行をさらに推
進するため、地域移行の
受 け 皿 と し て グ ル ー プ
ホーム等の整備を促進す
るなど、自治体の整備計
画に基づく整備を推進す
る。
【国土強靭化分】

耐震化整備や非常用自
家発電整備の設置、浸水
対策等に要する費用を補
助する。

社会福祉法人等
国１／２、都道府県・指定都市・
中核市１／４、設置者１／４等

交付要綱のとおり × × × × × × ×

○
※原則
として公

立
除く

× × × × × × × －

○障害福祉関係施設に
ついて
厚生労働省障害福祉課
03-3595-2528
○保護施設について
厚生労働省社会・援護
局保護課
03-3595-2613
○婦人相談所一時保護
所及び婦人保護施設に
ついて
厚生労働省社会・援護
局総務課女性支援室
03-6812-7851

公立施設は対象外
ただし、婦人相談所一時保護
所及び婦人保護施設は、都道
府県立及び指定都市立の施設
は補助対象。

Ｃ
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Ｔ
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築
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能
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こ
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民間建築物 公共建築物

概要 施設の用途

窓口
問合せ先

窓口
問合せ先
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公募情報等 備考

内容 対象 補助率等 条件
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保育園・幼稚園・認定こども園をCLTを活用
して建てたい。

（施主）

ＣＬＴ活用促進のための政府一元窓口
ＴＥＬ：０３－３５８１－７０２７

ＣＬＴの基本的なことを知りたい。

ＣＬＴを活用した保育園の建物を見たい。

和光こども園（鹿児島県鹿屋市） 北房こども園（岡山県真庭市）

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cltmadoguchi/index.html

ＣＬＴ (Cross Laminated Timber：直交集成板)
ＣＬＴとは、ひき板を繊維方向が直交するように積層接着したパネル。

欧米を中心にマンションや商業施設などの壁や床として普及しており、

我が国においても国産材ＣＬＴを活用した中高層建築物等の木造
化による新たな木材需要の創出に期待。

積層接着

設計、建築などに使える補助金などはありますか。

※ 上記のほか、林野庁、国土交通省、環境省では、設計・建築等の支援策もあります。
※ 各制度の概要は、各省庁又は内閣官房（政府一元窓口）のホームページでご確認ください。

○保育園、認定こども園等への支援制度
就学前教育・保育施設整備交付金
【事業内容】 保育を必要とする乳幼児に対し、市町村が策定する市町村整備計画に基づいて実施される保

育所等、認定こども園または小規模保育事業所の新設、修理、改造又は整備に要する経費や
、防音壁整備、防犯対策強化に係る整備に要する経費の一部に交付金を交付する。

【対象者】 地方公共団体、社会福祉法人等
【補助率】 定額（１／２相当、２／３相当）
【問い合わせ先】 こども家庭庁 成育局参事官（事業調整担当）付 電話 ：03-6863-0286

○公立幼稚園への支援制度
学校施設環境改善交付金
【事業内容】 学校施設の老朽化対策や耐震化をはじめとした環境整備を図り、経年劣化により安全性・

機能性に支障のある老朽施設を改善するなど、設置者が行う公立学校施設整備に必要
な経費を支援する。

【対象者】 地方公共団体
【補助率】 原則１／３
【問い合わせ先】 文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課 電話(03)6734-2000

○私立幼稚園への支援制度
私立学校施設整備費補助金（私立幼稚園施設整備費）
【事業内容】 幼児教育の振興を図るため、私立幼稚園の新設及び増築等に係る経費の一部を補助。
【対象者】 学校法人
【補助率】 １／３以内等
【問い合わせ先】 文部科学省初等中等教育局幼児教育課 電話(03)6734-2714

写 真

設計・建築に関するご相談は
、

ＣＬＴ建築ができる設計士や建築業者を探したい。
（一社）日本ＣＬＴ協会へ

ＴＥＬ ：０３－５８２５－４７７４

（一社）日本ＣＬＴ協会のＨＰ情報 Ｑ＆Ａ
http://clta.jp/structural-form/
取組企業（製造、加工、設計、施工等）の情報
http://clta.jp/link/
建築事例情報
http://clta.jp/case/
設計建築ノウハウ情報（技術データ等）
http://clta.jp/data/

幾らくらいで出来るのか知りたい。
どのくらい工期がかかるのか知りた
い。地域の木を使いたい。

（設計・建築士）
設計・建築のノウハウを知りたい。

（工務店）
ＣＬＴはどこで入手できるのか知りたい。
ＣＬＴはどこでプレカット加工できるのか知りたい。

政策に関すること

上記のほか、 （一社）日本ＣＬＴ協会のＨＰに建築事例情報が掲載されています。 Ｕ
ＲＬ：http://clta.jp/case/

お問合せ
はこちら

設計・建築に関すること

22

出典：CLT活用促進のための政府一元窓口
（内閣官房ＨＰ）


